
問 生活安心課（ 1 階） ☎561-2340、561-2479

　近年、飼い主のいない猫への餌やり行為が猫の増加を招き、その結果、
ふん尿やごみ荒らしなどの地域トラブルに発展することがあります。
その解決手段として、市では「地域猫活動」を推進しています。

を知っていますか？
地域猫活動
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５
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た
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多
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齢
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た
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に
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マ
ナ
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ま
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。

　

喫
煙
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週
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や
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し
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う
。

DAISUKI  KUSATSUはしかわ市長のだいすき！くさつ
禁煙で健康に

　餌やりの時間や場所、ふん尿の始末、不妊去勢手術などについて、地域でルー
ルを定め適切に管理することで、野良猫の繁殖防止や一代限りの命を見守り、
地域トラブルや殺処分を減らす活動です。

　市内で「TNR活動」（飼い主のいない猫を保護し、不妊去勢手術後
に元の地域に戻し管理する活動）を行う団体に、協力病院で無料
手術を受けられるチケットを交付します。申請には市への事前相談
と団体登録が必要です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

�さくらねこ無料
不妊手術チケット
（行政枠）

�地域猫活動とは？

市のホームページアドレス　https://www.city.kusatsu.shiga.jp/

お知らせ国民健康保険税の
納 税 通 知 書 は、6
月11日㈭に発送し
ます。納付方法や
特別徴収の開始月
などを記載してい
ます。

　令和 8 年度より、国の少子化対策として進められている、児童手当の拡充などの子育て支援施策の財源を、
健康保険に加入している全世代から拠出する「子ども・子育て支援金制度」が開始します。国民健康保険に
ついても、従来の医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分に加え「子ども・子育て支援金分」として新
たな負担区分が追加されます。

問� 税務課 諸税管理係（ 1 階 8 番窓口）☎561-2308、561-2479

※ 1 　基準総所得：被保険者一人毎の総所得金額から基礎控除43万円を控除した額の合計額
※ 2 　１８歳未満の被保険者の人は、子ども・子育て支援金分の均等割はかかりません（１０割軽減します）
◦�国民健康保険では、一人一人が被保険者ですが、世帯主が納税義務者になります。世帯主本人が他の健康

保険に加入しているなど、国民健康保険加入者でない場合でも、納税義務者となります（「擬制世帯主」と
いいます。擬制世帯主の所得は所得割には含みません）
◦�介護保険分は、40歳になった時点で税額変更を行い、別途通知します。65歳になる人は65歳到達の前日ま

での介護保険分を、あらかじめ各期に配分していますので通知はありません

● �所得が一定基準以下の� �
世帯への軽減制度

　所得が一定基準以下の世帯には、
均等割額と平等割額を、所得要件
に応じて 7 割・ 5 割・ 2 割軽減し
ます（所得申告をしていない人は、
所得申告が必要な場合あり）。

● �後期高齢者医療制度への� �
移行に伴う軽減制度

　国民健康保険加入者が後期高
齢者医療制度に移行し、国民健康
保険加入者が 1 人になる世帯は、
5 年間平等割額を半額に軽減しま
す。 5 年を経過した後は、平等割
額の 4 分の 1 軽減を、 3 年間継続
します。

●非自発的失業者の軽減制度
　会社の倒産・解雇や雇い止めな
どの離職により、国民健康保険に
加入した場合、国民健康保険税が
軽減される場合があります。詳し
くは、お問い合わせください。

●未就学児の軽減制度
　未就学児の均等割額は、 5 割軽
減します。軽減対象世帯の未就学
児の場合は、 7 割・ 5 割・ 2 割の
軽減適用後からさらに 5 割軽減し
ます。

●産前産後期間の軽減制度
　出産被保険者の産前産後期間相
当分の所得割額と均等割額が、年
額から減額されます。出産予定日
の 6 カ月前から届出ができます。

●減免制度
　納税義務者（世帯主）と世帯の国
民健康保険加入者が、さまざまな
事情で国民健康保険税の納付が困
難になったときは、納期限までに
申請すると、その後の納期分の減
額や免除を受けられることがあり
ます。詳しくは、お問い合わせく
ださい。

●特別徴収（年金からの引き去り）
　世帯内の国民健康保険の加入者
全員が65〜74歳で、年金が年額18
万円以上の人は、年金からの引き
去りの対象になる場合があります。
対象の人には、納税通知書でお知
らせします。

国民健康保険税の通知を送ります

区分 医療保険分
（ 0 〜74歳）

後期高齢者支援分
（ 0 〜74歳）

介護保険分
（40〜64歳）

子ども・子育て支援金分
（ 0 〜74歳）

Ⓐ所得割 基準総所得※1×6.9% 基準総所得※1×2.7% 基準総所得※1×2.4% 基準総所得※1×0.25%

Ⓑ均等割
（被保険者一人につき） 29,000円 11,200円 11,500円 1,221円

Ⓒ平等割
（一世帯につき） 19,000円   7,300円   6,100円   754円

Ⓓ18歳以上均等割（18歳以上の被保険者一人につき）     54円

賦課限度額 67万円 26万円 17万円 3 万円

［医療保険分Ⓐ+Ⓑ+Ⓒの計］+［後期高齢者支援分Ⓐ+Ⓑ+Ⓒの計］+［介護保険分Ⓐ+Ⓑ+Ⓒの計］+
［子ども・子育て支援金分Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓓの計］＝ 1年間の国民健康保険税

※2

国 保 に
ご加入の
皆さんへ
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